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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第10期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

３．第10期以前の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在しております

が、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、記載しておりません。また、第11期中間連

結会計期間につきましては、1株当たり中間純損失を計上しているため記載しておりません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) － 1,354,507 1,416,953 2,278,005 2,779,157 

経常利益又は経常損失 

（△） 
(千円) － 81,692 △44,649 135,257 186,935 

中間（当期）純利益又は

中間純損失(△） 
(千円) － 37,319 △38,181 51,281 130,420 

純資産額 (千円) － 364,621 642,659 339,230 493,660 

総資産額 (千円) － 876,485 1,161,554 837,725 1,087,470 

１株当たり純資産額 (円) － 26,837.81 34,510.79 24,578.87 30,035.78 

１株当たり中間(当期)純

利益金額又は中間純損失

金額(△) 

(円) － 2,746.90 △2,088.91 3,756.14 8,179.98 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) － 41.6 55.3 40.5 45.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △4,845 △172,038 86,214 120,393 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △380 △31,075 △15,544 △17,119 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △201 224,852 72,393 56,187 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(千円) － 357,289 546,977 362,522 525,655 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

(－) 

390 

(35) 

444 

(29) 

334 

(16) 

401 

(34) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第10期以前の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在しております

が、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、記載しておりません。また、第11期中間会

計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失を計上しているため

記載しておりません。 

３．第９期の１株当たり配当額の新株２円については、平成17年３月31日の第三者割当1,350株に対して日割計

算した額であります。 

４．平成17年３月23日付で株式１株につき３株の分割を行っております。 

５．第10期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) － 1,319,639 1,389,559 2,262,026 2,682,799 

経常利益又は経常損失

(△） 
(千円) － 88,730 △36,114 161,886 188,830 

中間（当期）純利益又は

中間純損失(△） 
(千円) － 44,127 △29,839 77,910 131,730 

資本金 (千円) － 132,250 227,251 132,250 147,251 

発行済株式総数 (株) － 13,590 18,626 13,590 16,140 

純資産額 (千円) － 392,332 670,979 360,502 514,145 

総資産額 (千円) － 897,179 1,183,124 851,080 1,106,437 

１株当たり純資産額 (円) － 28,877.49 36,031.54 26,144.52 31,305.31 

１株当たり中間（当期）

純利益金額又は中間純損

失金額(△） 

(円) － 3,247.96 △1,632.48 5,931.39 8,268.21 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

(円) － － － － － 

１株当たり配当額 (円) － － － 
旧株 700 

新株  2 
   700  

自己資本比率 (％) － 43.7 56.7 42.4 46.5 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

(－) 

383 

(35) 

429 

(29) 

325 

(16) 

383 

(34) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

３．当社の事業拡大に伴い、前連結会計年度末に比べ43名増加しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

    ２．当社の事業拡大に伴い、前期末に比べ46名増加しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

区分 従業員数（人） 

テクニカルアウトソーシング事業 425（―） 

一般派遣事業 2（29） 

全社（共通） 17（―） 

合計 444（29） 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 429（29） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の懸念材料はあるものの、企業の業績改善を背景に

設備投資が増加し、景気は堅実に回復を続けております。 

 当社グループの主要取引先であります製造業におきましては、電機・精密機器業界は、ＡＶ機器や高機能精密機器

等の販売が好調に推移しました。自動車関連業界は、海外向けの生産の堅実な増加と原油価格の高騰により燃費の良

い日本車の販売・生産が堅調に推移いたしました。前連結会計年度に引き続き製造業の製品設計や開発が活発であ

り、設計・開発の技術者のニーズは高い状況にあります。 

 このような状況下におきまして、当社グループの主力事業である技術者派遣につきましては、電機・精密機械関

連、自動車関連の企業を中心として製品開発や設備投資が活発になっており、人材不足により必要に応じた人材の要

求、技術の専門性の高度化、スピード化等、より専門性と付加価値の高い人材が求められております。 

 当社グループはこのニーズに応えるべく、人材確保のため採用強化を目的として組織編制を行い、また高付加価値

の人材育成のための研修・教育体制を強化してまいりました。会社経営のノウハウを習得し、実践を通じてゼネラリ

ストとしての視点を持つ技術者を育成することを目的に創設されたプレマネージャー制度等、技術者本位の教育制度

の拡充を図り、多様な顧客ニーズに応じた付加価値の創造に努めてまいりました。また、事業拡大及び採用強化を目

的として今まで当社グループの拠点の空白地域でありました地域において、長期的かつ社会的にも貢献できる営業及

び採用展開の為の拠点として、札幌市、水戸市、金沢市、京都市、広島市に営業所を開設いたしました。 

 当社グループが主力事業としている技術者派遣に対する需要は引続き旺盛であり、受注は順調に伸びております。

一方で技術者の採用が厳しい環境下であり、採用体制の強化により技術者確保の施策を推進してまいりましたが、技

術者の採用を計画通りに進めることができませんでした。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,416百万円（前年同期比4.6％増）、営業損失は33百万円（前年同期は

84百万円の利益）、経常損失は44百万円（前年同期は81百万円の利益）、中間純損失は38百万円（前年同期は37百万

円の利益）となりました。   

  事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。  

① テクニカルアウトソーシング事業 

   主力であるアウトソーシング事業についての連結子会社を含めた売上高は1,345百万円（前年同期比9.5％増）と 

 なりました。 

② 一般派遣事業 

   当中間連結会計期間は派遣登録者の確保に苦戦したことにより、売上高は71百万円（前年同期比43.2％減）とな 

 りました。 

 （２）キャッシュ・フロー 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21百万円増加し（前年同期は5百万

円の減少）当中間連結会計期間末には546百万円となりました。 

 当中間連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は172百万円（前年同期は4百万円の使用）となりました。これは主に未払金の減

少、法人税等の支払、税金等調整前中間純損失の計上によるものであります。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果、使用した資金は31百万円(前年同期は０百万円の使用）となりました。これは主に敷金及び保証

金の差入によるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は224百万円（前年同期は０百万円の使用）となりました。これは主に大阪証券取

引所ヘラクレス市場への上場に伴う公募増資を実施したことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループの業務は、テクニカルアウトソーシング事業及び一般派遣事業であり、提供するサービスの性格

上、生産実績の記載になじまないため省略しております。 

(2）受注状況 

 生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

 ２．前中間連結会計期間のデンソーテクノ株式会社及び当中間連結会計期間のキヤノン株式会社については、

当該割当が100分の10未満のため記載を省略しております。 

 ３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

販売実績（千円） 前年同期比（％） 

テクニカルアウトソーシング事業 1,345,426 109.5 

一般派遣事業 71,527 56.8 

合計 1,416,953 104.6 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

キヤノン株式会社 166,887 12.3 － － 

デンソーテクノ株式会社  － － 160,860 11.4 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づく平成15年６月28日の定時株主総会において特別決議された新株予約権（ストックオプション） 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

権利付与日以降、株式分割、株式併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

２．権利付与日以降、行使価額を下回る払込金額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 72,000 

計 72,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
(平成18年９月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成18年12月26日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 18,626 18,626 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 18,626 18,626 － － 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 93 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 279 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月29日 

至 平成20年６月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価額及び資本組入額（円） 

発行価額     20,000 

資本組入額    10,000 

同左 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
（調整前行使価額×既発行株式数）＋（新規株式発行数×１株当たり払込額） 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３．平成17年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年３月23日付をもって普通株式１株を普通株

式３株に分割したことにより、同日付にて株式の数及び発行価額を調整しております。 

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は以下のとおりであります。 

  (1）新株予約権の行使の条件 

 ①対象者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有してい

ることとする。ただし、当社並びに当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職

等当社取締役会が正当な理由と認める場合にはこの限りではない。 

  ②新株予約権者の相続は認めない。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

 ④その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  (2）新株予約権の消却 

対象者が権利行使する条件に該当しなくなった場合、または新株予約権の全部または一部を放棄した場合

は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。 

  (3）新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

  (4）一部行使 

所定の新株予約権個数のうち、その全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、

新株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。 

  



旧商法に基づく平成16年６月26日の定時株主総会において特別決議された新株予約権（ストックオプション） 

  （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

権利付与日以降、株式分割、株式併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

２．権利付与日以降、行使価額を下回る払込金額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．平成17年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年３月23日付をもって普通株式１株を普通株

式３株に分割したことにより、同日付にて株式の数及び発行価額を調整しております。 

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は以下のとおりであります。 

  (1）新株予約権の行使の条件 

 ①対象者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有してい

ることとする。ただし、当社並びに当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任、定年退職

等当社取締役会が正当な理由と認める場合にはこの限りではない。 

  ②新株予約権者の相続は認めない。 

  ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

 ④その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  (2）新株予約権の消却 

対象者が権利行使する条件に該当しなくなった場合、または新株予約権の全部または一部を放棄した場合

は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。 

  (3）新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

  (4）一部行使 

所定の新株予約権個数のうち、その全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、

新株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 2 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 26,667 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月28日 

至 平成21年６月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価額及び資本組入額（円） 

発行価額     26,667 

資本組入額    13,334 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 
（調整前行使価額×既発行株式数）＋（新規株式発行数×１株当たり払込額） 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注)１ 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

    発行価格    110,000円 

    発行価額     76,500円 

        資本組入額    38,250円 

    払込金総額  202,400千円 

    ２  新株予約権（旧新株引受権含む）の権利行使 

  

(4）【大株主の状況】 

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月３日 

(注)１ 
2,000 18,140 76,500 223,751 125,900 223,149 

 平成18年４月１日～

平成18年９月30日 

(注)２ 

486 18,626 3,500 227,251 3,499 226,649 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

藤本 彰 静岡県菊川市 6,632 35.61 

藤本 信 東京都豊島区 3,290 17.66 

園崎清高 東京都清瀬市 523 2.81 

佐伯 功 埼玉県朝霞市 510 2.74 

三菱UFJキャピタル株式会社 東京都中央区京橋二丁目14-1 450 2.42 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2-4-6   408 2.19 

投資事業有限責任組合 

エヌ・アイ・エフ日米欧ブリッジ

ファンド 

東京都中央区京橋一丁目2-1 360 1.93 

ジャイク・インキュベーション２

号投資事業有限責任組合 

東京都千代田区永田町二丁目13-5 

赤坂エイトワンビル日本アジア投資株式

会社内 

300 1.61 

小貝恭生 愛知県江南市 252 1.35 

小島康行 東京都板橋区 229 1.23 

計 － 12,954 69.55 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、当社株式は、平成18年４月４日付をもって同取引所に株式を上場いたしました。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     4 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  18,619  18,619 － 

端株 普通株式        3 － － 

発行済株式総数            18,626 － － 

総株主の議決権 －  18,619 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱ジェイテック 
東京都中央区八重洲

一丁目３番19号 
4 － 4 0.02 

計  － 4 － 4 0.02 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,260,000 623,000 415,000 361,000 368,000 340,000 

最低（円） 505,000 285,000 232,000 185,000 212,000 223,000 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年３月１日提出の有価証券届出書

に添付されたものによっております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     357,289 546,977   525,655 

２．売掛金     321,894 343,221   342,620 

３．繰延税金資産     91,737 96,650   80,051 

４．その他     12,034 35,935   26,300 

貸倒引当金     △1,901 △2,078   △2,086 

流動資産合計     781,053 89.1 1,020,705 87.9   972,541 89.4

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１   8,020   17,090   20,207 

２．無形固定資産     2,237   1,195   1,699 

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   32,099 34,670 39,173   

(2)敷金及び保証金   45,212 76,785 46,611   

(3)繰延税金資産   7,862 85,174   11,107 122,562 7,236 93,021 

固定資産合計     95,432 10.9 140,848 12.1   114,929 10.6

資産合計     876,485 100.0 1,161,554 100.0   1,087,470 100.0 

                  

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     － 3,110   185 

２．短期借入金  ※２   33,268 89,300   59,751 

３．未払金     112,126 50,497   152,197 

４．未払費用     74,306 108,387   61,177 

５．未払法人税等     68,166 15,664   78,835 

６．賞与引当金     148,781 160,742   150,061 

７．その他     37,744 45,249   49,577 

流動負債合計     474,391 54.1 472,950 40.7   551,785 50.7

Ⅱ 固定負債         

１．退職給付引当金     33,473 43,943   40,024 

２．その他     4,000 2,000   2,000 

固定負債合計     37,473 4.3 45,943 4.0   42,024 3.9

負債合計     511,864 58.4 518,894 44.7   593,810 54.6

          

（少数株主持分）         

  少数株主持分     － － － －   － －

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     132,250 15.1 － －   147,251 13.5

Ⅱ 資本剰余金     82,250 9.4 － －   97,249 8.9

Ⅲ 利益剰余金     138,302 15.8 － －   231,403 21.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金     6,262 0.7 － －   10,471 1.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     5,724 0.6 － －   7,453 0.7

Ⅵ 自己株式     △168 △0.0 － －   △168 △0.0

資本合計     364,621 41.6 － －   493,660 45.4

負債、少数株主持分及び資
本合計 

    876,485 100.0 － －   1,087,470 100.0 

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     －   227,251     －   

２．資本剰余金      －   226,649     －   

 ３．利益剰余金     －   172,925     －   

 ４．自己株式     －   △567     －   

 株主資本合計     － － 626,259 53.9   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

 １.その他有価証券評価差額金     －   8,438     －   

 ２.為替換算調整勘定     －   7,961     －   

評価・換算差額等合計      － － 16,400 1.4   － － 

 純資産合計     － － 642,659 55.3   － － 

 負債純資産合計     － － 1,161,554 100.0   － － 

                  



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,354,507 100.0 1,416,953 100.0   2,779,157 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,004,911 74.2 1,042,421 73.6   2,026,193 72.9

売上総利益     349,595 25.8 374,532 26.4   752,964 27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※   265,192 19.6 407,720 28.7   550,583 19.8

営業利益又は営業損失(△)     84,403 6.2 △33,188 △2.3   202,380 7.3

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   69 457 224   

２．受取配当金   103 511 627   

３．為替差益    － 373 1,038   

４．助成金収入    － 463 －   

５．その他   562 734 0.1 107 1,914 0.1 699 2,590 0.1

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   223 529 804   

２．為替差損   464 － －   

３．公開関連費用   2,757 10,435 17,070   

４．株式交付費   －     2,401 －   

５．その他    － 3,445 0.3 9 13,375 1.0 159 18,035 0.7

経常利益又は経常損失(△)     81,692 6.0 △44,649 △3.2   186,935 6.7

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産受贈益   230 － 585   

２．固定資産売却益    － 75 －   

３．貸倒引当金戻入益   － 117 －   

４．訴訟和解金   － 230 0.0 － 192 0.0 55,000 55,585 2.0

Ⅶ 特別損失             

１．投資有価証券評価損    － － － 1,696 1,696 0.1 － － －

税金等調整前中間（当期）
純利益又は純損失(△) 

    81,922 6.0 △46,153 △3.3   242,520 8.7

法人税、住民税及び事業税   64,046 11,114 122,096   

法人税等調整額   △19,443 44,603 3.2 △19,086 △7,971 △0.6 △9,996 112,099 4.0

少数株主利益     － － － －   － －

中間（当期）純利益 
又は純損失(△) 

    37,319 2.8 △38,181 △2.7   130,420 4.7

              



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     82,250   82,250 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

１．増資による新株の
発行 

  － － 14,999 14,999 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    82,250   97,249 

      

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     114,850   114,850 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１．中間（当期）純利
益 

  37,319 37,319 130,420 130,420 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１．配当金   8,567   8,567   

２．役員賞与   5,300 13,867 5,300 13,867 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    138,302   231,403 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 147,251 97,249 231,403 △168 475,735 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 80,000 129,399     209,400 

剰余金の配当 (注）     △11,295   △11,295 

役員賞与 (注）     △9,000   △9,000 

中間純損失     △38,181   △38,181 

自己株式の取得       △399 △399 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

 （千円） 
80,000 129,399 △58,477 △399 150,523 

平成18年9月30日 残高（千円） 227,251 226,649 172,925 △567 626,259 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計 

平成18年3月31日 残高（千円） 10,471 7,453 17,924 493,660 

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行       209,400 

剰余金の配当 (注）       △11,295 

役員賞与 (注）       △9,000 

中間純損失       △38,181 

自己株式の取得       △399 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△2,032 508 △1,524 △1,524 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△2,032 508 △1,524 148,999 

平成18年9月30日 残高（千円） 8,438 7,961 16,400 642,659 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期）純利益
又は純損失〈△） 

  81,922 △46,153 242,520 

減価償却費   1,716 4,666 5,948 

訴訟和解金    － － △55,000 

投資有価証券評価損    － 1,696 － 

賞与引当金の増減額   7,802 10,680 9,082 

株式交付費   － 2,401 － 

売上債権の増減額   △27,615 116 △47,506 

仕入債務の増減額    － 2,925 185 

退職給付引当金の増減額   5,387 3,737 11,749 

未払金の増減額   △17,331 △101,702 22,659 

未払費用の増減額   24,899 46,896 11,200 

未払消費税等の増減額   △11,811 △16,112 △1,500 

預り保証金の返還による支出    － － △2,000 

役員賞与の支払額   △5,300 △9,000 △5,300 

その他   2,575 △2,607 △8,269 

小計   62,245 △102,454 183,769 

利息及び配当金の受取額   172 969 851 

利息の支払額   △223 △479 △766 

訴訟和解金の受取額    － － 55,000 

法人税等の支払額   △67,040 △70,073 △118,461 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,845 △172,038 120,393 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   － △4,179 △15,959 

有形固定資産の売却による収入    － 3,759 － 

無形固定資産の取得による支出   △145 － △145 

投資有価証券の取得による支出    － △609 － 

敷金及び保証金の差入による支出   △3,573 △30,044 △4,797 

敷金及び保証金の返還による収入   3,338 － 3,782 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △380 △31,075 △17,119 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の増減額   8,366 29,549 34,849 

配当金の支払額   △8,567 △11,295 △8,567 

株式の発行による収入   － 206,998 29,906 

自己株式の取得による支出   － △399 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △201 224,852 56,187 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   195 △417 3,671 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △5,232 21,321 163,132 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   362,522 525,655 362,522 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※ 357,289 546,977 525,655 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱ジェイテック・エンジニア

ス・カンパニー 

同左 

  

  

同左 

  

  

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

３．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

おります。 

有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっ

ております。 

有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）によっておりま

す。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(イ) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属設

備は除く)については定額法に

よっております。 

主な耐用年数 

建物       10～15年 

車両運搬具      ４年 

工具器具及び備品 ３～10年 

(イ) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属設

備は除く)については定額法に

よっております。 

主な耐用年数 

建物       10～38年 

車両運搬具      ４年 

工具器具及び備品 ３～20年 

(イ) 有形固定資産 

 定率法によっております。  

 ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法によ

っております。 

 主な耐用年数 

   建物       10～15年 

   車両運搬具    ４～５年 

   工具器具及び備品 ３～10年 

 (ロ）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

(ロ）無形固定資産 

 同左 

  

(ロ）無形固定資産 

同左 

   

  

  

  

  

  

  

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (イ) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては、貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。 

(イ) 貸倒引当金 

同左 

(イ) 貸倒引当金 

同左 

 (ロ) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

(ロ) 賞与引当金 

同左 

(ロ) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

 (ハ) 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると

認められる額を費用計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(ハ) 退職給付引当金 

同左 

  

(ハ) 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、費用計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(5）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左  

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

  

 ───── 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

 ───── 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

  当中間連結会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日企業会計

基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日企業会

計基準適用指針第8号）を適用しておりま

す。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は純資産の部の合計と同額でありま

す。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中

間連結会計期間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。  

 ───── 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１：普通株式の発行済株式の増加株式数は、公募増資による新株発行2,000株及び新株予約権（旧新株引受権含む）の権利行使による新株

の発行486株の増加であります。 

 (注)２：普通株式の自己株式の増加0.6株は、端株の買取りによる増加であります。 

  

 ２．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ３．配当に関する事項 

   配当金支払額 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,624千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

18,556千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,717千円 

※２ 当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

※２ 当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

※２ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これら契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 6,668千円

差引額 93,332千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 20,000千円

差引額 80,000千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 15,000千円 

差引額 85,000千円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 37,491千円

従業員給与手当 89,290千円

賞与引当金繰入額 17,247千円

退職給付費用 1,310千円

地代家賃 40,700千円

役員報酬 49,005千円

従業員給与手当 101,711千円

賞与引当金繰入額 17,589千円

退職給付費用 1,375千円

地代家賃   39,569千円

役員報酬 81,774千円

従業員給与手当 184,379千円

賞与引当金繰入額 13,610千円

退職給付費用 2,604千円

地代家賃 73,489千円

減価償却費 4,681千円

 
前連結会計年度末株式

数（株） 

当中間連結会計期間増

加株式数（株） 

当中間連結会計期間減

少株式数（株） 

当中間連結会計期間末株

式数（株） 

発行済株式     

普通株式 （注）1 16,140 2,486 － 18,626 

合計 16,140 2,486 － 18,626 

自己株式     

普通株式 （注）2 3.9 0.6 － 4.5 

合計 3.9 0.6 － 4.5 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生 

 平成18年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 11,295 700 平成18年3月31日 平成18年6月26日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金 357,289千円

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 357,289千円

現金及び預金 546,977千円

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 546,977千円

現金及び預金 525,655千円

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 525,655千円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

ソフトウエ
ア 

4,157 3,256 900 

合計 4,157 3,256 900 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

ソフトウエ
ア 

4,157 4,088 69

合計 4,157 4,088 69

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

ソフトウエ
ア 

4,157 3,672 485

合計 4,157 3,672 485

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料中間期末残高相当額   

１年内 867千円

１年超 72千円

合計 939千円

１年内 72千円

１年超 ― 千円

合計 72千円

１年内 503千円

１年超 ― 千円

合計 503千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 10千円

支払リース料 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 2千円

支払リース料 867千円

減価償却費相当額 831千円

支払利息相当額 16千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっており

ます 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

  同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

取得原価 

（千円） 

中間連結貸借

対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1）株式 7,070 10,855 3,785 

(2）債券 － － － 

(3）その他 8,638 15,772 7,133 

合計 15,709 26,627 10,918 

  

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

  （非上場株式） 5,471 

種類 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

取得原価 

（千円） 

中間連結貸借

対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1）株式 5,983 10,651 4,667 

(2）債券 － － － 

(3）その他 8,638 18,345 9,706 

合計 14,622 28,996 14,374 

  

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

  （非上場株式） 5,673 



前連結会計期間年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30

日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

     当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

     当中間連結会計期間に付与したストックオプションはありません。 

種類 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照

表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1）株式 2,929 10,936 8,007 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 8,638 19,933 11,294 

合計 11,567 30,869 19,302 

  

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

   （非上場株式） 

  

5,673 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 テクニカルアウトソーシング事業の売上高

及び営業利益の金額は、全セグメントの売上

高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の

合計に占める割合がいずれも90％超であるた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 同左 同左 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 26,837.81円

１株当たり中間純利益金額 2,746.90円

１株当たり純資産額 34,510.79円

１株当たり中間純損失金額 △2,088.91円

１株当たり純資産額 30,035.78円

１株当たり当期純利益金額 8,179.98円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、1株当たり中間純損失を

計上しているため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益又は 

純損失（△） 

（千円） 

37,319 △38,181 130,420 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 9,000 

（うち利益処分による役員

賞与金) 
(－) (－) (9,000) 

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は純損失（△） 

（千円） 

37,319 △38,181 121,420 

期中平均株式数（株） 13,586 18,278 14,844 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

平成13年６月27日株主総会決議の

新株引受権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    9,804 

 対象株式数(株)    204 

平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    20,000 

 対象株式数(株)     279 

平成13年６月27日株主総会決議の

新株引受権(ストックオプション) 

 行使価格(円)          9,804 

 対象株式数(株)          153 

平成14年６月20日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    9,804 

 対象株式数(株)    153 

平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)     26,667 

 対象株式数(株)       30 

平成14年６月20日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)          9,804 

 対象株式数(株)          153 

平成14年９月27日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    11,765 

 対象株式数(株)   2,550 

 ──── 平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)         20,000 

 対象株式数(株)          399 

平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    20,000 

 対象株式数(株)     399 

 ──── 平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)         26,667 

 対象株式数(株)          90 

平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    26,667 

 対象株式数(株)     90 

 ────  ──── 

  

  



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

1. 平成17年10月３日に第２回新株予約権の

権利行使がなされたことにより、株式数等

が次のとおり増加いたしました。 

株式数      2,550株 

資本金      15,001千円 

資本準備金    14,999千円 

 これにより、平成17年10月３日の発行済

株式総数は16,140株、資本金は147,251千

円、資本準備金は97,249千円となっており

ます。 

当社の100％子会社である株式会社ジェイテ

ック・エンジニアス・カンパニーは、平成18

年9月29日の取締役会にて株式会社ウリジオ

の発行済株式の全株式を取得することを決議

し、平成18年10月18日に全ての株式を取得い

たしました。 

 韓国において一般派遣事業を展開している

株式会社ウリジオを子会社化いたしましたの

は、テクニカルアウトソーシング事業のみな

らず一般派遣事業を展開することにより韓国

国内において多様な人材派遣ニーズに応える

ことで、韓国国内での事業拡大を目的とした

ものであります。 

①買収した会社の名称 

 株式会社ウリジオ 

②取得日 

 平成18年10月18日 

③取得株式数 

 20,000株 

④取得価額 

 169,664千KRW （約21,241千円） 

 ※１KRW＝0.1252円で計算 

⑤取得後の持分比率 

  100％ 

⑥取得相手先 

 個人株主  

  

平成18年３月１日及び平成18年３月14日開催

の取締役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成18年４月３日に払込が完

了いたしました。 

この結果、平成18年４月３日付で資本金は

223,751千円、発行済株式総数は18,140株と

なっております。  

① 募集方法 ：一般募集 

 (ブックビルディング方式による募集) 

 ② 発行する株式の種類及び数 

 ：普通株式    2,000株 

 ③ 発行価格：１株につき 110,000円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

 ④ 引受価額：１株につき 101,200円 

 この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。 

 ⑤ 発行価額：１株につき 76,500円 

 (資本組入額  38,250円) 

 ⑥ 発行価額の総額：153,000千円 

 ⑦ 払込金額の総額：202,400千円 

 ⑧ 資本組入額の総額:76,500千円 

 ⑨ 払込期日:平成18年４月３日 

 ⑩ 配当起算日:平成18年４月１日 

 ⑪ 資金の使途:：教育研修施設費用等 

2. 当社は、平成16年４月28日付けをもっ

て、㈱テクノファースト（旧㈱群馬ジェイ

テック、群馬県太田市）及び当社とのフラ

ンチャイズ契約時における同社保証人に対

し、フランチャイズ契約中の競業避止条項

に違反したことによる損害賠償請求を東京

地方裁判所に提訴しておりましたが、東京

地方裁判所より和解案8,000万円の提示を受

け、平成17年11月22日に両社合意に至って

おります。 

 なお、平成18年1月31日までに支払うこと

で減免する旨を両社合意しており、平成18

年1月31日にて、6,000万円入金されており

ます。 



(2）【その他】 

   該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     330,591 518,525   501,915 

２．売掛金     316,035 338,128   334,847 

３．繰延税金資産     91,737 96,650   80,051 

４．その他     11,961 34,453   26,226 

貸倒引当金     △1,896 △2,028   △2,009 

流動資産合計     748,429 83.4 985,730 83.3   941,032 85.0

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１   6,792   9,511   6,430 

２．無形固定資産     2,237   1,195   1,699 

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   32,099 34,670 39,173   

(2)関係会社株式   37,482 37,482 37,482   

(3)敷金及び保証金   42,275 73,427 43,383   

(4)繰延税金資産   7,862 11,107 7,236   

(5)その他   20,000 139,719   30,000 186,687 30,000 157,275 

固定資産合計     148,749 16.6 197,394 16.7   165,405 15.0

資産合計     897,179 100.0 1,183,124 100.0   1,106,437 100.0 

                  

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     － 3,110   185 

２．短期借入金 ※２   33,268 89,300   59,751 

３．未払金     109,310 50,712   163,456 

４．未払費用     74,306 104,652   53,311 

５．未払法人税等     68,166 15,664   78,835 

６．賞与引当金     148,781 160,742   150,061 

７．その他 ※３   36,409 44,354   49,223 

流動負債合計     470,241 52.4 468,536 39.6   554,824 50.1

Ⅱ 固定負債         

１．退職給付引当金     30,605 41,609   35,467 

２．その他     4,000 2,000   2,000 

固定負債合計     34,605 3.9 43,609 3.7   37,467 3.4

負債合計     504,846 56.3 512,145 43.3   592,292 53.5

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     132,250 14.7 － －   147,251 13.3

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金   82,250 － 97,249   

資本剰余金合計     82,250 9.2 － －   97,249 8.8

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金   994 － 994   

２．中間（当期）未処分利益   170,744 － 258,347   

利益剰余金合計     171,738 19.1 － －   259,341 23.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金     6,262 0.7 － －   10,471 1.0

Ⅴ 自己株式     △168 △0.0 － －   △168 △0.0

資本合計     392,332 43.7 － －   514,145 46.5

負債・資本合計     897,179 100.0 － －   1,106,437 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     －   227,251     －   

２．資本剰余金                  

（１）資本準備金   －     226,649   －     

 資本剰余金合計     －   226,649     －   

 ３．利益剰余金                 

 （１）利益準備金   －     994   －     

 （２）その他利益剰余金                 

     繰越利益剰余金   －     208,213   －     

 利益剰余金合計     －   209,207     －   

 ４．自己株式     －   △567     －   

 株主資本合計     － － 662,540 56.0   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

 その他有価証券評価差額金     －   8,438     －   

  評価・換算差額等合計     － － 8,438 0.7   － － 

 純資産合計     － － 670,979 56.7   － － 

負債純資産合計     － － 1,183,124 100.0   － － 

                  



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,319,639 100.0 1,389,559 100.0   2,682,799 100.0 

Ⅱ 売上原価     978,132 74.1 1,022,967 73.6   1,963,625 73.2

売上総利益     341,506 25.9 366,591 26.4   719,174 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費     250,469 19.0 389,777 28.1   513,704 19.2

営業利益又は営業損失
(△) 

    91,037 6.9 △23,186 △1.7   205,469 7.6

Ⅳ 営業外収益         

  １．受取利息   12 228 221   

  ２．受取配当金   103 511 627   

   ３．助成金収入   － 463 －   

  ４．その他   558 673 0.0 106 1,309 0.1 588 1,437 0.1

Ⅴ 営業外費用         

  １．支払利息   223 529 804   

   ２．公開関連費用   2,757 10,435 17,070   

  ３．株式交付費   － 2,401 －   

  ４．その他   － 2,980 0.2 871 14,237 1.0 200 18,076 0.7

経常利益又は経常損失
(△) 

    88,730 6.7 △36,114 △2.6   188,830 7.0

Ⅵ 特別利益         

   １．訴訟和解金   － － － － － － 55,000 55,000 2.1

Ⅶ 特別損失         

  １．投資有価証券評価損   － － － 1,696 1,696 0.1 － － －

税引前中間（当期）純
利益又は純損失(△) 

    88,730 6.7 △37,810 △2.7   243,830 9.1

法人税、住民税及び事
業税 

  64,046 11,114 122,096   

法人税等調整額   △19,443 44,603 3.4 △19,086 △7,971 △0.6 △9,996 112,099 4.2

中間（当期）純利益又
は純損失(△) 

    44,127 3.3 △29,839 △2.1   131,730 4.9

前期繰越利益     126,617 －   126,617 

中間（当期）未処分利
益 

    170,744 －   258,347 

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 株主資本 

 

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

 
資本 
準備金 

資本剰余金 
合計  

利益 
準備金 

 その他利益剰余金
利益剰余金 

 合計 
 繰越利益剰余金  

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
147,251 97,249 97,249 994 258,347 259,341 △168 503,674 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 80,000 129,399 129,399         209,400 

剰余金の配当 (注）         △11,295 △11,295   △11,295 

役員賞与 (注）         △9,000 △9,000   △9,000 

中間純損失         △29,839 △29,839   △29,839 

自己株式の取得             △399 △399 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
80,000 129,399 129,399 － △50,134 △50,134 △399 158,866 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
227,251 226,649 226,649 994 208,213 209,207 △567 662,540 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
10,471 10,471 514,145 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     209,400 

剰余金の配当 (注）     △11,295 

役員賞与 (注）     △9,000 

中間純損失     △29,839 

自己株式の取得     △399 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△2,032 △2,032 △2,032 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△2,032 △2,032 156,833 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
8,438 8,438 670,979 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によ

っております。 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によっており

ます。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）によってお

ります。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）によっておりま

す。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの 

   同左 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については定額法

によっております。 

主な耐用年数 

建物       10～15年 

車両運搬具      ４年 

工具器具及び備品 ３～10年 

  

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については定額法

によっております。 

主な耐用年数 

建物       10～38年 

車両運搬具      ４年 

工具器具及び備品 ３～20年 

  

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については定額法

によっております。 

主な耐用年数 

建物       10～15年 

車両運搬具      ４年 

工具器具及び備品 ３～10年 

  

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

(2）無形固定資産 

     同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の賞与支給見込額の

うち、当中間会計期間負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の賞与支給見込額の

うち、当事業年度負担額を計上

しております。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度末の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとし

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとして

おります。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

  

 ───── 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  

 ──── 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  当中間会計期間から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日企業会計基準第

5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日企業会計基準

適用指針第8号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は純資産の部の合計と同額でありま

す。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当中間

会計期間における中間財務諸表は、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。  

  

  

 ───── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注):普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、端株の買取による増加であります。 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,474千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

13,364千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,266千円 

※２ 当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

※２ 当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

※２ 当社においては運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 6,668千円

差引額 93,332千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 20,000千円

差引額 80,000千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 15,000千円

差引額 85,000千円

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

     同左 

※３     ────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 1.減価償却実施額 

    

   有形固定資産      889千円 

   無形固定資産      530千円 

  

 1.減価償却実施額 

    

   有形固定資産     1,098千円 

   無形固定資産      504千円 

  

 1.減価償却実施額 

    

   有形固定資産     1,681千円 

   無形固定資産     1,068千円 

  

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

自己株式     

普通株式 (注) 3.9 0.6 － 4.5 

合計 3.9 0.6 － 4.5 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間会計期間（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

ソフトウエ
ア 

4,157 3,256 900 

合計 4,157 3,256 900 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

ソフトウエ
ア 

4,157 4,088 69

合計 4,157 4,088 69

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

ソフトウエ
ア 

4,157 3,672 485

合計 4,157 3,672 485

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 867千円

１年超 72千円

合計 939千円

１年内 72千円

１年超 －千円

合計 72千円

１年内 503千円

１年超 －千円

合計 503千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 10千円

支払リース料 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 2千円

支払リース料 867千円

減価償却費相当額 831千円

支払利息相当額 16千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっており

ます。 

５．利息相当額の算定方法 

       同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

       同左 

（減損損失について）  

       同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額 28,877.49円

１株当たり中間純利益金額 3,247.96円

１株当たり純資産額 36,031.54円

１株当たり中間純損失金額 1,632.48円

１株当たり純資産額  31,305.31円

１株当たり当期純利益金額 8,268.21円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失を

計上しているため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益又は中間

純損失(△）（千円） 
44,127 △29,839 131,730 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 9,000 

（うち利益処分による役員

賞与金) 
(－) (－) (9,000) 

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は中間純損失(△）

（千円） 

44,127 △29,839 122,730 

期中平均株式数（株） 13,586 18,278 14,844 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

平成13年６月27日株主総会決議の

新株引受権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    9,804 

 対象株式数(株)    204 

平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    20,000 

 対象株式数(株)     279 

平成13年６月27日株主総会決議の

新株引受権(ストックオプション) 

 行使価格(円)          9,804 

 対象株式数(株)          153 

平成14年６月20日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    9,804 

 対象株式数(株)    153 

平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)     26,667 

 対象株式数(株)       30 

平成14年６月20日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)          9,804 

 対象株式数(株)          153 

平成14年９月27日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    11,765 

 対象株式数(株)   2,550 

──── 平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)         20,000 

 対象株式数(株)          399 

平成15年６月28日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    20,000 

 対象株式数(株)     399 

──── 平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)         26,667 

 対象株式数(株)           90 

平成16年６月26日株主総会決議の

新株予約権(ストックオプション) 

 行使価格(円)    26,667 

 対象株式数(株)     90 

──── ──── 

  

  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 1.平成17年10月３日に第２回新株予約権の

権利行使がなされたことにより、株式数等

が次のとおり増加いたしました。 

株式数      2,550株 

資本金      15,001千円 

資本準備金    14,999千円 

  これにより、平成17年10月３日の発行済

株式総数は16,140株、資本金は147,251千

円、資本準備金は97,249千円となっており

ます。 

  

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （当社の株式上場及び新株式発行について） 

 平成18年３月１日及び平成18年３月14日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成18年４月３日に払込が

完了いたしました。 

  この結果、平成18年４月３日付で資本金は

223,751千円、発行済株式総数は18,140株とな

っております。  

① 募集方法 ：一般募集 

 (ブックビルディング方式による募集) 

② 発行する株式の種類及び数 

    普通株式    2,000株 

③ 発行価格 

    １株につき 110,000円 

    一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額：１株につき 101,200円 

     この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であり

ます。 

 なお、発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額：１株につき 76,500円 

      (資本組入額  38,250円) 

⑥ 発行価額の総額：153,000千円 

⑦ 払込金額の総額：202,400千円 

⑧ 資本組入額の総額:76,500千円 

⑨ 払込期日:平成18年４月３日 

⑩ 配当起算日:平成18年４月１日 

⑪ 資金の使途:教育研修施設費用等 

 2.当社は、平成16年４月28日付をもって、

㈱テクノファースト（旧㈱群馬ジェイテッ

ク、群馬県太田市）及び当社とのフランチ

ャイズ契約時における同社保証人に対し、

フランチャイズ契約中の競業避止条項に違

反したことによる損害賠償請求を東京地方

裁判所に提訴しておりましたが、東京地方

裁判所より和解案8,000万円の提示を受け、

平成17年11月22日に両社合意に至っており

ます。 

  なお平成18年１月31日までに支払うこと

で減免する旨を両社合意しており、平成18

年１月31日付にて6,000万円入金されており

ます。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年５月23日関東財務局長に提出。 

 平成18年３月１日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第10期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月27日関東財務局長に提出。



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年2月22日 

株式会社ジェイテック  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 渡邉 宣昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 都甲 孝一  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に揚げられている株式会社

ジェイテックの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成

17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ジェイテック及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書

提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年12月26日 

株式会社ジェイテック  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 都甲 孝一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 渡邉 宣昭  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に揚げられている株式会

社ジェイテックの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ジェイテック及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社の連結子会社である株式会社ジェイテック・エンジニアス・カンパニー

は、平成18年10月18日に株式会社ウリジオの発行済株式の全てを取得し、同社を子会社とした。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                 以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年2月22日 

株式会社ジェイテック  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 渡邉 宣昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員  
 公認会計士 都甲 孝一  印 

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に揚げられている株式会

社ジェイテックの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第10期事業度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17

年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ジェイテックの平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1

日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                 以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書

提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年12月26日 

株式会社ジェイテック  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 都甲 孝一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 渡邉 宣昭  印 

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に揚げられている株式会

社ジェイテックの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第11期事業度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18

年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書につ

いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ジェイテックの平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1

日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                 以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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